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一

●
香
川
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
定

の
水
域
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加
入
区
の

設
定
）
、
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加

入
区
の
設
定
）
、
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業

共
済
加
入
区
の
設
定
）
、
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ

る
漁
業
共
済
加
入
区
の
設
定
）
及
び
平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の

規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加
入
区
の
設
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

小
割
り
式
一
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業

小
割
り
式
二
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業

号 外

平 成１６年

４月２３日（金曜日）

告

示

加

入

区

の

名

称

区

域

一
年
魚
は
ま
ち
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
〇
〇
四
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
〇
〇
九
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ホ
ヘ

を
結
ぶ
線
上
点
へ
か
ら
点
ホ
の
方
向
へ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ヌ
リ
を
結

ぶ
線
上
点
リ
か
ら
点
ヌ
の
方
向
へ
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ａ
へ
、
ヘ
ト
、
ト

チ
、
チ
リ
、
リ
ｂ
、
ｂ
ａ
の
六
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
〇
一
〇
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ホ
ａ
、

ａ
ｂ
、
ｂ
ヌ
、
ヌ
ニ
、
ニ
ホ
の
五
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
〇
一
二
加
入
区

区
第
八
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
〇
三

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ハ
ニ
を
結
ぶ
線
上

点
ニ
か
ら
ハ
の
方
向
へ
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点

ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ａ
か
ら
真
方
位
一
三
三
度

四
五
分
の
方
向
へ
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｂ
と

一
年
魚
は
ま
ち
第
四
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
七
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
八
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

一
年
魚
は
ま
ち
第
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
は
ま
ち
第
一
七
六
加
入
区

区
第
八
二
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
は
ま
ち
第
三
三
三
加
入
区

区
第
八
五
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
は
ま
ち
第
三
三
四
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
は
ま
ち
第
三
三
五
加
入
区

区
第
八
五
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
は
ま
ち
第
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

（
号
外
）

一



し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ｂ
か
ら
真
方
位
二
二
三
度
四
五

分
の
方
向
へ
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｃ
と
し

（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ｃ
か
ら
真
方
位
一
三
三
度
四
五
分

の
方
向
の
線
と
点
へ
ホ
を
結
ぶ
線
と
の
交
差
点
を
点
ｄ
と

し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ｄ
へ
、
ヘ
ハ
、
ハ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ

ｃ
、
ｃ
ｄ
の
六
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
〇
一
五
加
入
区

区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
〇
三

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ホ
ｄ
、
ｄ
ｃ
、
ｃ
ｂ
、

ｂ
ａ
、
ａ
ニ
、
ニ
ホ
の
六
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
〇
七
二
加
入
区

区
第
八
〇
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
一
四
二
加
入
区

区
第
八
一
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
八

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
一
七
三
加
入
区

区
第
八
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
二
二
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
二
二
三
加
入
区

区
第
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ハ
ニ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ロ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ニ
イ
、
イ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ニ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

及
び
区
第
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点

ホ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

点
ヘ
ニ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し（
以
下
同
じ
。）
、

へ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ホ
、
ホ
ヘ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
二
五
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区

第
八
三
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ａ
ｂ
を

結
ぶ
線
上
点
ｂ
か
ら
点
ａ
の
方
向
へ
七
五
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｃ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ｃ
か
ら
西
方
向

に
点
ｂ
ロ
を
結
ぶ
線
と
の
平
行
線
上
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の

と
こ
ろ
を
点
ｄ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ｄ
か
ら
北
方

向
に
点
ａ
ｂ
を
結
ぶ
線
と
の
平
行
線
上
二
〇
メ
ー
ト
ル
の

と
こ
ろ
を
点
ｅ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ｅ
か
ら
西
方

向
に
点
ｂ
ロ
を
結
ぶ
線
と
の
平
行
線
上
八
〇
メ
ー
ト
ル
の

と
こ
ろ
を
点
ｆ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ｆ
か
ら
南
方

向
に
点
ａ
ｂ
を
結
ぶ
線
と
の
平
行
線
上
二
〇
メ
ー
ト
ル
の

と
こ
ろ
を
点
ｇ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ｇ
か
ら
西
方

向
に
点
ｂ
ロ
を
結
ぶ
線
と
の
平
行
線
と
点
ロ
ハ
を
結
ぶ
線

と
の
交
差
点
を
点
ｈ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ｃ
ｂ
、
ｂ

ロ
、
ロ
ｈ
、
ｈ
ｇ
、
ｇ
ｆ
、
ｆ
ｅ
、
ｅ
ｄ
、
ｄ
ｃ
の
八
直

線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
二
五
三
加
入
区

区
第
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｃ
、

ｃ
ｄ
、
ｄ
ｅ
、
ｅ
ｆ
、
ｆ
ｇ
、
ｇ
ｈ
、
ｈ
ハ
、
ハ
ａ
の
八

直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線

に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区
第
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の

区
域
の
う
ち
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
、
ａ
ｂ
の
四
直
線
に

囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
二
八
二
加
入
区

区
第
八
三
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ハ
ニ
、

ニ
イ
、
イ
ロ
、
ロ
ハ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第

八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ヲ
を
結

ぶ
線
上
点
イ
か
ら
点
ヲ
の
方
向
へ
三
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ハ
へ
を
結
ぶ
線

上
点
ハ
か
ら
点
へ
の
方
向
へ
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

（
号
外
）

二



を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ａ
イ
、
イ
ハ
、
ハ
ｂ
、

ｂ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区
第
八
四
〇
号
漁

業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
二
八
三
加
入
区

区
第
八
三
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ロ
イ
、

イ
ホ
、
ホ
ヘ
、
ヘ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区

第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ヲ
ａ
、
ａ

ｂ
、
ｂ
へ
、
へ
チ
、
チ
ル
、
ル
ヌ
、
ヌ
ヲ
の
七
直
線
に
囲

ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
二
八
四
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ロ
ハ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

イ
ニ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ハ
ニ
、
ニ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ハ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
二
八
五
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
イ
、
イ
ロ
、
ロ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
三
三
五
加
入
区

区
第
八
五
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
三
三
六
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
五
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
三
八
一
加
入
区

区
第
八
六
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
六
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
〇
六
加
入
区

区
第
八
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ニ

を
結
ぶ
線
上
点
イ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ロ
ハ
を
結

ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
ハ
の
方
向
へ
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ロ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ

イ
、
イ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
〇
七
加
入
区

区
第
八
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｂ
ハ
、

ハ
ニ
、
ニ
ａ
、
ａ
ｂ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
五
一
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
五
三
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
五
六
加
入
区

区
第
八
七
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
五
七
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
五
八
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
五
九
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ａ
か
ら
東
方
向
に
点
Ａ
Ｅ
を
結
ぶ
線
と
の
平
行
線
と
牛
ヶ

首
西
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
差
点
を
点
ｂ
と
し

（
以
下
同
じ
。
）
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
、
ロ
Ｂ
の
三
直
線
と
最

大
高
潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
六
一
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
Ａ
イ
、

イ
ａ
、
ａ
ｂ
の
三
直
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ

た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
六
二
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
八
〇

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
五
〇
〇
加
入
区

区
第
八
六
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
六
六
五
加
入
区

区
第
八
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
六
六
六
加
入
区

区
第
八
五
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
七
二
三
加
入
区

区
第
八
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
七
二
七
加
入
区

区
第
八
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
七
九
二
加
入
区

区
第
八
九
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
八
六
二
加
入
区

区
第
九
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
八
八
〇
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ロ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
ハ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル
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小
割
り
式
三
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
イ
ニ
を
結

ぶ
線
上
点
イ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ロ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ

イ
、
イ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
八
八
一
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ハ
、

ハ
ニ
、
ニ
ｂ
、
ｂ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
八
九
一
加
入
区

区
第
九
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
は
ま
ち
第
一
九
三
一
加
入
区

区
第
九
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ニ
イ
、
イ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ニ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

及
び
区
第
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点

ホ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

点
ヘ
ニ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し（
以
下
同
じ
。）
、

へ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ホ
、
ホ
ヘ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第

八
三
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ロ
、

ロ
ハ
、
ハ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第
八
三
一

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、

イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区
第
八
三
五
号
漁

業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
、
ａ

ｂ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
二
八
五
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
及
び
区
第
八
四
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
三
三
六
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
五
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
一
一
加
入
区

区
第
八
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
五
一
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
五
三
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
五
四
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
五
六
加
入
区

区
第
八
七
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

三
年
魚
は
ま
ち
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
七
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
八
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
一
七
三
加
入
区

区
第
八
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ハ
ニ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ロ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
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小
割
り
式
二
年
魚
た
い
養
殖
業

二
年
魚
た
い
第
一
二
一
加
入
区

区
第
八
一
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
九
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
一
七
〇
加
入
区

区
第
八
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
一
七
一
加
入
区

区
第
八
二
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
一
七
二
加
入
区

区
第
八
二
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
一
七
三
加
入
区

区
第
八
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
二
六
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
二
七
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
及
び
区
第
八
二
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
二
三
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
二
四
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
〇
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
二
五
加
入
区

区
第
八
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
五
三
加
入
区

区
第
八
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
八
一
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
八
三
加
入
区

区
第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
四
〇

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
八
四
加
入
区

区
第
八
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
八
五
加
入
区

区
第
八
四
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
八
六
加
入
区

区
第
八
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
九
一
加
入
区

区
第
八
五
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

二
年
魚
た
い
第
二
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
一
二
〇
加
入
区

区
第
八
一
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
五
七
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
五
八
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
五
九
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
四
六
二
加
入
区

区
第
八
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
五
○
○
加
入
区

区
第
八
六
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
六
六
五
加
入
区

区
第
八
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
七
二
三
加
入
区

区
第
八
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
七
二
七
加
入
区

区
第
八
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
七
六
六
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ロ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
ハ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
イ
ニ
を
結

ぶ
線
上
点
イ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ロ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ

イ
、
イ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
七
六
七
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ハ
、

ハ
ニ
、
ニ
ｂ
、
ｂ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
は
ま
ち
第
七
七
一
加
入
区

区
第
九
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

（
号
外
）

五



小
割
り
式
三
年
魚
た
い
養
殖
業

二
年
魚
た
い
第
二
九
二
加
入
区

区
第
八
五
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
九
三
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
九
四
加
入
区

区
第
八
五
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
九
五
加
入
区

区
第
八
五
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
九
六
加
入
区

区
第
八
五
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
二
九
七
加
入
区

区
第
八
五
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
四
四
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
七
三

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
六
六
二
加
入
区

区
第
八
五
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
五
一

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
Ｂ
よ
り
真
方
位
一

五
二
度
〇
〇
分
の
方
向
へ
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
か

ら
北
東
方
向
に
点
Ｂ
Ａ
を
結
ぶ
線
と
の
平
行
線
と
田
浦
西

岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
差
点
を
点
ｃ
と
し
（
以

下
同
じ
。
）
、
田
浦
東
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交

差
点
を
点
ｄ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
Ａ
Ｂ
、
点
Ｂ
か
ら

点
ｃ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
、
ｃ
ｄ
、
点
ｄ
か
ら
点

Ａ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
た
い
第
六
六
三
加
入
区

区
第
八
五
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｃ
ｄ
、

点
ｄ
か
ら
点
ｃ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た

区
域

二
年
魚
た
い
第
七
二
一
加
入
区

区
第
八
九
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
八
六
〇
加
入
区

区
第
九
〇
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
た
い
第
八
九
一
加
入
区

区
第
九
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
一
二
〇
加
入
区

区
第
八
一
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
一
二
一
加
入
区

区
第
八
一
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
九
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
一
七
〇
加
入
区

区
第
八
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
一
七
一
加
入
区

区
第
八
二
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
一
七
二
加
入
区

区
第
八
二
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
一
七
三
加
入
区

区
第
八
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
二
六
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
二
七
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
及
び
区
第
八
二
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
二
三
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
二
四
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
〇
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
二
五
加
入
区

区
第
八
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
五
三
加
入
区

区
第
八
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
八
一
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
八
三
加
入
区

区
第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
四
〇

加

入

区

の

名

称

区

域

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

（
号
外
）

六



小
割
り
式
ふ
ぐ
養
殖
業

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
八
四
加
入
区

区
第
八
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
八
五
加
入
区

区
第
八
四
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
八
六
加
入
区

区
第
八
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
九
一
加
入
区

区
第
八
五
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
九
二
加
入
区

区
第
八
五
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
九
三
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
九
四
加
入
区

区
第
八
五
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
九
五
加
入
区

区
第
八
五
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
九
六
加
入
区

区
第
八
五
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
二
九
七
加
入
区

区
第
八
五
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
四
四
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
七
三

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
六
六
二
加
入
区

区
第
八
五
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
五
一

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
Ｂ
よ
り
真
方
位
一

五
二
度
〇
〇
分
の
方
向
へ
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
か

ら
北
東
方
向
に
点
Ｂ
Ａ
を
結
ぶ
線
と
の
平
行
線
と
田
浦
西

岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
差
点
を
点
ｃ
と
し
（
以

下
同
じ
。
）
、
田
浦
東
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交

差
点
を
点
ｄ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
Ａ
Ｂ
、
点
Ｂ
か
ら

点
ｃ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
、
ｃ
ｄ
、
点
ｄ
か
ら
点

Ａ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
た
い
第
六
六
三
加
入
区

区
第
八
五
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｃ
ｄ
、

点
ｄ
か
ら
点
ｃ
ま
で
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
囲
ま
れ
た

区
域

三
年
魚
た
い
第
七
二
一
加
入
区

区
第
八
九
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
八
六
〇
加
入
区

区
第
九
〇
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
た
い
第
八
九
一
加
入
区

区
第
九
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

ふ
ぐ
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
二
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
一
七
一
加
入
区

区
第
八
二
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
一
七
二
加
入
区

区
第
八
二
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
二
二
〇
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ふ
ぐ
第
二
二
一
加
入
区

区
第
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ハ
ニ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ロ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ニ
イ
、
イ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ニ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ふ
ぐ
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
イ
の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
一
二
五
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ニ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ハ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ｃ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
一
一
五
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｄ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ａ
ｃ
、

ｃ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

香

川

県

報

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

（
号
外
）

七



小
割
り
式
一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業

ふ
ぐ
第
二
五
〇
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ふ
ぐ
第
二
五
一
加
入
区

区
第
八
三
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
ロ
、
ロ
ハ
、
ハ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ふ
ぐ
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ハ
ｄ
、

ｄ
ｂ
、
ｂ
ロ
、
ロ
ハ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ふ
ぐ
第
二
五
三
加
入
区

区
第
八
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
二
八
〇
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｄ
ｃ
、

ｃ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ｄ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ふ
ぐ
第
二
八
一
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
二
八
二
加
入
区

区
第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
四
〇

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
二
八
三
加
入
区

区
第
八
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
三
五
一
加
入
区

区
第
八
五
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
三
五
二
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
三
九
〇
加
入
区

区
第
八
六
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
三
九
二
加
入
区

区
第
八
六
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
一
〇
加
入
区

区
第
八
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
一
加
入
区

区
第
八
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
二
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
五
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
六
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
七
加
入
区

区
第
八
六
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
八
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
四
九
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
五
〇
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
五
一
加
入
区

区
第
八
八
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
四
五
三
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
六
九
五
加
入
区

区
第
八
八
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
七
一
〇
加
入
区

区
第
八
八
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
七
一
一
加
入
区

区
第
八
八
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
七
五
〇
加
入
区

区
第
八
八
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
七
五
一
加
入
区

区
第
八
九
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
七
五
二
加
入
区

区
第
八
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
八
六
〇
加
入
区

区
第
九
〇
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
八
八
五
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
九
〇
〇
加
入
区

区
第
九
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
九
〇
一
加
入
区

区
第
九
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
九
四
〇
加
入
区

区
第
九
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ふ
ぐ
第
九
五
〇
加
入
区

区
第
九
一
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号
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小
割
り
式
二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
三
三
加
入
区

区
第
八
五
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
三
四
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
三
五
加
入
区

区
第
八
五
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
二
加
入
区

区
第
八
四
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
七
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
八
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
一
七
三
加
入
区

区
第
八
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ハ
ニ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ロ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ニ
イ
、
イ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ニ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

及
び
区
第
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点

ホ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

点
ヘ
ニ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し（
以
下
同
じ
。）
、

へ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ホ
、
ホ
ヘ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第

八
三
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ロ
、

ロ
ハ
、
ハ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第
八
三
一

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、

イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区
第
八
三
五
号
漁

業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
、
ａ

ｂ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
二
八
五
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
及
び
区
第
八
四
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
三
五
加
入
区

区
第
八
五
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
三
六
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
三
七
加
入
区

区
第
八
五
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
三
八
加
入
区

区
第
八
五
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
五
四

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
八
二
加
入
区

区
第
八
六
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
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小
割
り
式
三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
八
四
加
入
区

区
第
八
六
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
一
二
加
入
区

区
第
八
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
一
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
四
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
六
加
入
区

区
第
八
七
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
八
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
九
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
六
二
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
六
三
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
六
四
加
入
区

区
第
八
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
六
六
四
加
入
区

区
第
八
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
六
九

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
二
三
加
入
区

区
第
八
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
二
七
加
入
区

区
第
八
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
六
六
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ロ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
ハ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
イ
ニ
を
結

ぶ
線
上
点
イ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ロ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ

イ
、
イ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
六
七
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ハ
、

ハ
ニ
、
ニ
ｂ
、
ｂ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
七
一
加
入
区

区
第
九
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
二
加
入
区

区
第
八
四
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
七
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
八
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
一
七
三
加
入
区

区
第
八
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ハ
ニ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ロ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ニ
イ
、
イ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ニ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
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小
割
り
式
ひ
ら
め
養
殖
業

及
び
区
第
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点

ホ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

点
ヘ
ニ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し（
以
下
同
じ
。）
、

へ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ホ
、
ホ
ヘ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第

八
三
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ロ
、

ロ
ハ
、
ハ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第
八
三
一

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、

イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区
第
八
三
五
号
漁

業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
、
ａ

ｂ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
二
八
五
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
及
び
区
第
八
四
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
三
三
六
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
五
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
一
一
加
入
区

区
第
八
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
一
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
三
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
四
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
六
加
入
区

区
第
八
七
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
七
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
八
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
五
九
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
四
六
二
加
入
区

区
第
八
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
五
○
○
加
入
区

区
第
八
六
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
六
六
五
加
入
区

区
第
八
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
二
三
加
入
区

区
第
八
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
二
七
加
入
区

区
第
八
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
六
六
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ロ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
ハ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
イ
ニ
を
結

ぶ
線
上
点
イ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ロ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ

イ
、
イ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
六
七
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ハ
、

ハ
ニ
、
ニ
ｂ
、
ｂ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
か
ん
ぱ
ち
第
七
七
一
加
入
区

区
第
九
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

ひ
ら
め
第
二
二
一
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ
を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
イ

の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以

下
同
じ
。
）
、
一
二
五
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｂ
と
し

（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ニ
ハ
を
結
ぶ
線
上
点
ハ
か
ら
点
ニ

の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｃ
と
し
（
以

下
同
じ
。
）
、
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｄ
と
し

（
以
下
同
じ
。
）
、
ａ
ｃ
、
ｃ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直

線
に
囲
ま
れ
た
区
域
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小
割
り
式
一
年
魚
す
ず
き
養
殖
業

加

入

区

の

名

称

区

域

一
年
魚
す
ず
き
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
一
四
二
加
入
区

区
第
八
一
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
九
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
一
七
○
加
入
区

区
第
八
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
二
三
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
四
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
一
七
一
加
入
区

区
第
八
二
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
八

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
二
二
一
加
入
区

区
第
八
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
イ
の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
一
二
五
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ニ
ハ

ひ
ら
め
第
二
八
〇
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｄ
ｃ
、

ｃ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ｄ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ひ
ら
め
第
二
八
二
加
入
区

区
第
八
四
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ひ
ら
め
第
二
八
三
加
入
区

区
第
八
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ひ
ら
め
第
二
八
六
加
入
区

区
第
八
四
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ひ
ら
め
第
二
八
七
加
入
区

区
第
八
三
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

を
結
ぶ
線
上
点
ハ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ｃ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
一
一
五
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｄ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ａ
ｃ
、

ｃ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ハ
ｄ
、

ｄ
ｂ
、
ｂ
ロ
、
ロ
ハ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
二
五
三
加
入
区

区
第
八
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
二
八
七
加
入
区

区
第
八
五
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
五
一
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
五
三
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
五
四
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
五
六
加
入
区

区
第
八
七
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
五
七
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
五
八
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
五
九
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
六
二
加
入
区

区
第
八
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
六
五
加
入
区

区
第
八
七
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
六
七
加
入
区

区
第
八
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
四
六
八
加
入
区

区
第
八
八
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
五
○
○
加
入
区

区
第
八
六
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

一
年
魚
す
ず
き
第
六
六
五
加
入
区

区
第
八
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
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小
割
り
式
二
年
魚
す
ず
き
養
殖
業

小
割
り
式
二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
養
殖
業

二
年
魚
す
ず
き
第
二
八
七
加
入
区

区
第
八
五
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
五
一
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
五
三
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
五
四
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
五
六
加
入
区

区
第
八
七
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
五
七
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
五
八
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
五
九
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
六
二
加
入
区

区
第
八
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
六
五
加
入
区

区
第
八
七
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
六
七
加
入
区

区
第
八
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
四
六
八
加
入
区

区
第
八
八
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
五
○
○
加
入
区

区
第
八
六
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
六
六
五
加
入
区

区
第
八
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

二
年
魚
す
ず
き
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
一
四
二
加
入
区

区
第
八
一
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
九
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
一
七
○
加
入
区

区
第
八
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
二
三
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
四
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
一
七
一
加
入
区

区
第
八
二
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
八

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
二
二
一
加
入
区

区
第
八
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
イ
の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
一
二
五
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ニ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ハ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ｃ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
一
一
五
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｄ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ａ
ｃ
、

ｃ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ハ
ｄ
、

ｄ
ｂ
、
ｂ
ロ
、
ロ
ハ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
す
ず
き
第
二
五
三
加
入
区

区
第
八
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
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二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
七
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
八
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
一
七
三
加
入
区

区
第
八
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ハ
ニ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ロ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ニ
イ
、
イ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ニ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

及
び
区
第
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点

ホ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

点
ヘ
ニ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し（
以
下
同
じ
。）
、

へ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ホ
、
ホ
ヘ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第

八
三
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ロ
、

ロ
ハ
、
ハ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第
八
三
一

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、

イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区
第
八
三
五
号
漁

業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
、
ａ

ｂ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
二
八
五
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
及
び
区
第
八
四
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
三
三
六
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
五
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
一
一
加
入
区

区
第
八
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
一
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
三
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
四
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
六
加
入
区

区
第
八
七
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
七
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
八
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
九
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
六
二
加
入
区

区
第
八
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
五
○
○
加
入
区

区
第
八
六
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
六
六
五
加
入
区

区
第
八
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
七
二
三
加
入
区

区
第
八
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
七
二
七
加
入
区

区
第
八
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
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小
割
り
式
三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
養
殖
業

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
七
六
六
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ロ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
ハ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
イ
ニ
を
結

ぶ
線
上
点
イ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ロ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ

イ
、
イ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
七
六
七
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ハ
、

ハ
ニ
、
ニ
ｂ
、
ｂ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ロ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ニ
イ
、
イ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ニ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

及
び
区
第
八
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点

ホ
イ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

点
ヘ
ニ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し（
以
下
同
じ
。）
、

へ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ホ
、
ホ
ヘ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、

ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第

八
三
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ロ
、

ロ
ハ
、
ハ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、
区
第
八
三
一

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ｂ
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、

イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
及
び
区
第
八
三
五
号
漁

業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ｂ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
、
ａ

ｂ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
二
八
五
加
入
区

区
第
八
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
及
び
区
第
八
四
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
三
三
六
加
入
区

区
第
八
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
五
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
一
一
加
入
区

区
第
八
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
四
三
加
入
区

区
第
八
七
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
四
四
加
入
区

区
第
八
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
一
加
入
区

区
第
八
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
三
加
入
区

区
第
八
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
一
四
一
加
入
区

区
第
八
一
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
七
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
八
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
一
七
三
加
入
区

区
第
八
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
六

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
一
七
五
加
入
区

区
第
八
二
○
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
二

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点

ニ
ハ
を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、

ロ
ハ
、
ハ
ｂ
、
ｂ
ａ
、
ａ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
、

区
第
八
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ハ
ニ

を
結
ぶ
線
の
中
間
点
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
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古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

小
割
り
式
ま
あ
じ
養
殖
業

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
四
加
入
区

区
第
八
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
六
加
入
区

区
第
八
七
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
七
加
入
区

区
第
八
七
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
八
加
入
区

区
第
八
七
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
五
九
加
入
区

区
第
八
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
六
〇
加
入
区

区
第
八
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
四
六
二
加
入
区

区
第
八
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
五
○
○
加
入
区

区
第
八
六
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
六
六
五
加
入
区

区
第
八
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
七
二
三
加
入
区

区
第
八
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
七
二
七
加
入
区

区
第
八
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
七
六
六
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
ロ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
ハ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
イ
ニ
を
結

ぶ
線
上
点
イ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
一
五
○
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ロ
ａ
、
ａ
ｂ
、
ｂ

イ
、
イ
ロ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

三
年
魚
ひ
ら
ま
さ
第
七
六
七
加
入
区

区
第
九
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ａ
ハ
、

ハ
ニ
、
ニ
ｂ
、
ｂ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ま
あ
じ
第
三
加
入
区

区
第
八
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ま
あ
じ
第
一
四
二
加
入
区

区
第
八
一
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
一
八
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
一
九
号
漁
業
権
の
漁

場
の
区
域

ま
あ
じ
第
一
七
○
加
入
区

区
第
八
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区
第
八
二
三

号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ま
あ
じ
第
二
二
一
加
入
区

区
第
八
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

ま
あ
じ
第
二
二
二
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
点
イ
ロ

を
結
ぶ
線
上
点
ロ
か
ら
点
イ
の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ａ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
一
二
五
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｂ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
点
ニ
ハ

を
結
ぶ
線
上
点
ハ
か
ら
点
ニ
の
方
向
へ
二
六
○
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
を
点
ｃ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
一
一
五
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
を
点
ｄ
と
し
（
以
下
同
じ
。
）
、
ａ
ｃ
、

ｃ
ニ
、
ニ
イ
、
イ
ａ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ま
あ
じ
第
二
五
二
加
入
区

区
第
八
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、
ハ
ｄ
、

ｄ
ｂ
、
ｂ
ロ
、
ロ
ハ
の
四
直
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ま
あ
じ
第
二
五
三
加
入
区

区
第
八
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

加

入

区

の

名

称

区

域

ま
あ
じ
第
一
加
入
区

区
第
八
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
二
号

漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
、
区
第
八
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場

の
区
域
、
区
第
八
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
及
び
区

第
八
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/
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